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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

売上高 （百万円） 8,563 9,686 10,338 9,817 10,432

経常利益 （百万円） 364 412 410 126 408

親会社株主に帰属する
当期純利益

（百万円） 413 381 366 99 375

包括利益 （百万円） 498 517 526 380 585

純資産額 （百万円） 7,681 8,045 8,409 8,611 9,134

総資産額 （百万円） 11,909 12,867 13,352 13,352 13,668

１株当たり純資産額 （円） 377.53 395.45 413.35 423.31 449.10

１株当たり当期純利益金額 （円） 20.33 18.73 18.02 4.91 18.48

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 64.5 62.5 63.0 64.5 66.8

自己資本利益率 （％） 5.5 4.8 4.5 1.2 4.2

株価収益率 （倍） 17.6 24.1 39.1 125.6 27.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 627 197 1,003 1,070 969

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △502 △1,883 △794 △218 △440

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 48 729 71 △533 △442

現金及び現金同等物
の期末残高

（百万円） 1,858 902 1,181 1,500 1,586

従業員数
（名）

250 280 298 298 283

〔ほか、平均臨時雇用人員〕 〔87〕 〔80〕 〔97〕 〔87〕 〔74〕
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当連結会計年度よ

り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

売上高 （百万円） 8,461 9,473 10,094 9,660 10,278

経常利益 （百万円） 365 402 412 173 382

当期純利益 （百万円） 420 376 372 150 354

資本金 （百万円） 3,537 3,537 3,537 3,537 3,537

発行済株式総数 （千株） 20,750 20,750 20,750 20,750 20,750

純資産額 （百万円） 7,668 8,027 8,405 8,656 9,146

総資産額 （百万円） 11,855 12,876 13,356 13,415 13,708

１株当たり純資産額 （円） 376.88 394.55 413.18 425.52 449.69

１株当たり配当額
（円）

7.50 7.50 7.50 3.00 7.50

（内１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 20.66 18.48 18.29 7.40 17.42

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 64.7 62.3 62.9 64.5 66.7

自己資本利益率 （％） 5.6 4.8 4.5 1.8 4.0

株価収益率 （倍） 17.3 24.5 38.5 83.2 29.2

配当性向 （％） 36.3 40.6 41.0 40.5 43.1

従業員数
（名）

234 264 280 282 268

〔ほか、平均臨時雇用人員〕 〔60〕 〔53〕 〔64〕 〔59〕 〔51〕
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【沿革】
　

年月 概要

明治26年２月 森下博、薬種商森下南陽堂を創業

明治38年２月 懐中薬「仁丹」（赤大粒）販売、森下博薬房と改称

明治41年４月 第一製薬工場を開設

大正10年９月 赤線検温器株式会社を設立、ガラス体温計を販売

昭和４年11月 「銀粒仁丹」販売

昭和11年11月 株式会社への組織変更に伴い社名を森下仁丹株式会社（資本金250万円）と改称

昭和21年７月 東京支店を開設

昭和36年６月 東京証券取引所及び大阪証券取引所に株式を上場

平成４年１月 仁丹アニコ株式会社設立

平成８年３月 仁丹商事株式会社設立

平成８年３月 株式会社栄光堂株式取得（平成８年４月に仁丹栄光薬品株式会社へ社名変更）

平成９年10月 仁丹アニコ株式会社は株式会社仁丹ファインケミカルと合併（株式会社仁丹ファインケミカルが

存続会社）

平成12年１月 株式会社仁丹テニスガーデン芦屋設立

平成12年３月 仁丹商事株式会社及び株式会社仁丹テニスガーデン芦屋は仁丹エステート株式会社と合併（仁丹

エステート株式会社が存続会社、同時に仁丹商事株式会社へ社名変更）

平成12年10月 仁丹ミラセルびわ湖株式会社設立

平成13年10月 仁丹ミラセル工場びわ湖を開設

平成16年４月 仁丹商事株式会社合併

平成17年４月 仁丹栄光薬品株式会社は株式会社仁丹ファインケミカルと合併（仁丹栄光薬品株式会社が存続会

社、同時に株式会社仁丹ファインケミカルへ社名変更）

平成17年７月 ロート製薬株式会社との共同販売会社株式会社メディケアシステムズを設立

平成19年３月 旧本社工場及び旧研究施設の移転計画に伴い当該施設を売却

平成19年10月 株式会社仁丹テック設立

平成19年12月 株式会社森下仁丹ヘルスサポート設立

平成20年10月 仁丹ミラセルびわ湖株式会社合併

平成20年12月 新本社へ移転

平成21年１月 大阪テクノセンター操業開始

平成21年３月 株式会社森下仁丹ヘルスコミュニケーションズ設立

平成22年２月 株式会社森下仁丹ヘルスサポート清算結了

平成23年２月 株式会社仁丹テック合併

平成23年12月 株式会社エムジェイラボ設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下、当社という）と、連結子会社３社及び持分法非適用関連会社２社

によって構成されており、健康関連商品の製造販売及び健康関連のサービス提供の事業を展開しております。

その主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりでありま

す。なお、セグメントと同一の区分であります。

 
ヘルスケア事業、カプセル受託事業及びその他の事業を展開している当社が中心となり、健康関連商品の開発並び

に製造販売を行っております。

ヘルスケア事業を展開している株式会社仁丹ファインケミカルは「青汁」をはじめとする健康食品を当社から仕入

れ、販売を行っております。

ヘルスケア事業を展開している株式会社エムジェイラボは、得意先を通じての店頭及び通信販売にて、ヘアケア・

スキンケアを中心とした化粧品・雑貨等の販売を行っております。

その他の事業を展開している株式会社森下仁丹ヘルスコミュニケーションズは、当社が通販事業において長年蓄積

してきたコールセンターを始めとする顧客サービスの代行業務を行っております。

 
事業の系統図は、次のとおりであります。

 

４ 【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有
割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

 ㈱仁丹ファインケミカル　(注)２ 大阪市中央区 60
健康関連商品の

販売
100.0

当社製品の販売

役員の兼任　３名

  ㈱森下仁丹ヘルスコミュニケーションズ 大阪市中央区 20
コールセンター

代行業務
100.0

当社業務の代行

役員の兼任　２名

 ㈱エムジェイラボ　(注)２ 大阪市中央区 60 化粧品等の販売 100.0
当社製品の販売

役員の兼任　２名
 

(注) １．有価証券届出書又は、有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．資本金及び資本準備金の合計を記載しております。

３．上記の他に、その他の関係会社が１社あります。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成28年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

ヘルスケア事業
88
(1)

カプセル受託事業
7

(－)

その他
11
(23)

全社（共通）
177
(50)

合計
283
(74)

 

(注) １．従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ

ループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しておりま

す。なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門32名、製造部門96名、研究部門49名の従業員であります。

 

(2) 提出会社の状況

平成28年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

268
(51)

41.5 15.2 5,591
 

　

セグメントの名称 従業員数(名)

ヘルスケア事業
84
(1)

カプセル受託事業
7

(－)

その他
－
(－)

全社（共通）
177
(50)

合計
268
(51)

 

(注) １．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイ

マー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門32名、製造部門96名、研究部門49名の従業員であります。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、森下仁丹労働組合と称し、組合員数は155名であります。上部団体としては「日本化

学・サービス・一般労働組合連合」に加入しております。

組合との間に問題はなく、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、中国経済の減速や新興国の景気低迷への警戒感及び中東情勢への不安

感など海外情勢の影響により、株価や為替といった金融市場の動向が不安定となりました。また、個人消費につい

ても実質賃金の伸び悩みから消費支出は足踏み状態にあり全体として景気は先行き不透明な状況が続いておりま

す。

当社グループの属する健康関連業界も、健康意識の高まりが持続し、昨年４月から新たな機能性表示食品制度が

始まる等大きな変革期を迎えました。但し、異業種を含む大手企業の新規参入等による業界内の競合は激化してお

り、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況下にあります。

このような状況のなか、当社グループとしては、「伝統と技術と人材力を価値にする」をビジョンとして積極的

な諸施策・諸活動を展開してまいりました。

その結果、当連結会計年度は、機能性表示食品「ヘルスエイド　シリーズ」の新発売を背景としたヘルスケア事

業並びにカプセル受託事業とも売上は好調に推移し、売上高は、10,432百万円（前年同期比6.3％増）と前年同期と

比べ614百万円の増収となりました。

利益面においては、原価のコストダウンに注力した結果、売上総利益率の増加が大きく影響し、効果的なプロ

モーション活動など費用の効率化を図ったこともあり営業利益は、391百万円（前年同期比258.4％増）と前年同期

と比べ282百万円の増益となりました。

また、営業外損益を加えた経常利益は、408百万円（前年同期比224.0％増）と前年同期と比べ282百万円の増益と

なりました。

さらには投資有価証券評価損63百万円の特別損失を加えた税金等調整前当期純利益は、344百万円と前年同期と比

べ220百万円の増益となり、法人税等並びに法人税等調整額を加えた親会社株主に帰属する当期純利益は、375百万

円（前年同期比276.7％増）と前年同期と比べ276百万円の増益となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　ヘルスケア事業

当セグメントにおきましては、機能性表示食品「ヘルスエイド　シリーズ」が順調に推移しており、その結

果、売上高は、6,621百万円と前年同期と比べ275百万円の増収となりました。

損益面では、機能性表示食品のプロモーション活動の先行投資的な費用負担が影響し、当連結会計年度のセ

グメント損失は、212百万円と前年同期と比べ41百万円の減益となりました。

なお、セグメント利益は、上期単独では△244百万円でしたが、下期単独では32百万円と黒転し、着実に利益

体質への転換が進んでおります。

　

②　カプセル受託事業

当セグメントにおきましては、医薬品カプセルの受託は落ち込みましたが、フレーバーカプセルは引き続き

順調に推移した結果、売上高は、3,796百万円と前年同期と比べ354百万円の増収となりました。

損益面では、コストダウン諸施策による原価率の改善等により、当連結会計年度のセグメント利益は、600百

万円と前年同期と比べ326百万円の増益となりました。

　

③　その他

当セグメントにおきましては、売上高は、14百万円と前年同期と比べ15百万円の減収となりました。

損益面では、当連結会計年度のセグメント利益は、3百万円と前年同期と比べ2百万円の減益となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,586百万円と前年同期と比べ85百万円の増加となりました。

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は、969百万円の増加（前連結会計年度は1,070百万円の増加）となりました。その主な要

因は、税金等調整前当期純利益344百万円、減価償却費718百万円、売上債権の減少173百万円、たな卸資産の増加

386百万円、仕入債務の増加127百万円によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、440百万円の減少（前連結会計年度は218百万円の減少）となりました。その主な要因

は、設備更新投資など有形固定資産の取得による支出335百万円、投資有価証券の取得による支出59百万円による

ものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、442百万円の減少（前連結会計年度は533百万円の減少）となりました。その主な要因

は、長期借入金の返済による支出380百万円、配当金支払61百万円によるものであります。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

ヘルスケア事業 8,037 32.7

カプセル受託事業 3,452 2.3

合計 11,490 21.8
 

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

カプセル受託事業 3,931 15.5 822 19.8

合計 3,931 15.5 822 19.8
 

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ヘルスケア事業 6,621 4.3

カプセル受託事業 3,796 10.3

その他 14 △52.5

合計 10,432 6.3
 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

三菱商事プラスチック(株) － － 1,657 15.9
 

前連結会計年度は、総販売実績の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

以下の基本方針に沿って、施策の具体化やグループ業績目標を実現していくために課題解決に取り組んでまいりま

す。

(1) 事業領域の拡充

既存のヘルスケア事業・カプセル受託事業に加え、当社の技術のルーツである生薬(原材料ビジネスを含む)や

シームレスカプセルを中心とした当社ならではの事業領域への拡充に取り組んでまいります。特にシームレスカプ

セルは従前の食品・医薬品から産業用途への領域拡大を積極的にビジネス展開してまいります。

　

(2) 研究開発及び製品開発の更なる推進

ヘルスケア事業及びカプセル受託事業の拡大には、ともに顧客満足(クライアントを含む)に資する新機能、新用

途を持つ高付加価値製品の開発が必須条件であり、研究開発体制を充実させ、開発資源の投資配分に留意しつつ新

製品や新分野への展開を積極的に進めてまいります。

なお、研究開発投資に際しては、様々な形での外部資源の有効活用を検討してまいります。

　

(3) 人材の確保及び育成

当社は製造販売業という業種並びに通信販売・国内小売店向販売、かつ受託事業をも営む性格上、各部門では

各々専門知識を有する人材の育成が必要であることから、引き続き教育訓練を充実し、人材育成に注力してまいり

ます。

　

(4) 内部統制体制の充実

コンプライアンスの徹底を図るとともに金融商品取引法に規定される財務報告に係る内部統制の適切な整備・運

営を続けてまいります。

　

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成28年６月29日）現在において当社グループが判断

したものであります。

(1) 医薬品医療機器等法などの法的規制について

当社グループは医薬品・医薬部外品・健康食品等の健康関連商品の製造販売を主な事業としており、製商品の多

くが「医薬品医療機器等法」の規制を受けております。また、製商品によっては「JAS法」「食品衛生法」や「保健

機能食品制度」などの規制を受けております。

さらには、通信販売などを公正に行い消費者の保護を目的とする「特定商取引に関する法律」や不当な景品・表

示による顧客の誘引防止を目的とする「不当景品類及び不当表示防止法」などの規制を受けております。

このため行政の動向によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また当社グループは

「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、法令遵守を徹底しておりますが、万一これらに抵触することがあっ

た場合も業績に影響を与える可能性があります。

　

(2) 個人情報について

当社グループは、健康関連商品の通信販売及びインターネット販売事業を行っており、多くの個人情報を保有し

ております。当社グループは、「個人情報保護規程」を制定し厳格な個人情報の管理の徹底を図っておりますが、

何らかの原因により個人情報が流失した場合、社会的信用の失墜、訴訟提起による損害賠償等により、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。
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(3) カプセル受託事業について

カプセル受託事業は、当社滋賀工場が世界最大級規模のシームレスカプセル専用工場であることから、食品及び

非食品の海外大手メーカー等からの大口受託が多く、受託先の需要動向により受託高が大きく増減する傾向があ

り、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

なお、当社グループはリスクの分散を図るため、国内外において受託先の拡大を図る一方、工業用などの用途の

多様化を目指したカプセル技術開発を積極的に推進しております。

　

(4) 新製品開発と競争激化について

当社グループが製造販売している健康関連商品は、異業種を含む大手企業の進出や様々な新興企業の業界参入な

ど競争は年々激化しております。

当社グループは、新製品の研究開発により市場の要請に合った製商品の開発に努めておりますが、市場の動向や

需要の変化等を十分に予測し魅力ある製商品を開発できず他社との差別化の対応が不十分な場合には、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

　

(5) 知的財産権について

当社グループでは、特許権や商標権等の知的財産権の確保を重要な事項として認識しており、当社グループ独自

の技術・ノウハウの保護や第三者の知的財産権を侵害しないように注意を払っています。

但し、当社グループにおいて知的財産権に関する問題が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

当社グループにおいては、当社のみが「医薬品、健康関連商品及びカプセル受託品の製造」事業に関する研究開発

活動を行っており、セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

ヘルスケア事業に関しては、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品、食品のカテゴリーにおいて、当

社独自の「機能性素材」及び基幹技術である「シームレスカプセル技術」を応用した健康関連商品の開発を進めてお

ります。

当連結会計年度においては、腸内環境デザインのバイオベンチャー「メタジェン」と、ビフィズス菌摂取時のヒト

腸内環境の変動をメタボロゲノミクスにより詳細に解析する、世界初となる共同研究を開始しました。当社主力商品

であるプロバイオ商品「ビフィーナ」を摂取することにより、ヒトの腸内環境に与える影響を詳細に明らかにするこ

とで新たな機能性の解明が期待され、将来的には腸内フローラを改善する有用素材（プレバイオティクスやバイオ

ジェニックス）などを組み合わせて配合した、いわゆる「オーダーメイドプロバイオティクス」を提供することを目

指します。

平成27年４月より施行された「機能性表示食品制度」に基づき、食品が持つ機能性を解り易く表示することが可能

となる新ブランド「ヘルスエイド」として、「ビフィーナ」、「ローズヒップ」、「ヒアルロン酸」、「テアニ

ン」、「サラシア」、「還元型コエンザイムQ10」の販売を開始しました。この制度は、科学的根拠を基に適正な表示

をする必要があり、臨床試験又は研究レビュー（システマティックレビュー）によって説明が必要となりますが、エ

ビデンスに基づく信頼性の高い素材を厳選し開発に注力いたしました。特に「ローズヒップ」「サラシア」等の独自

素材は自社商品のみならず、この機能性表示食品制度に適合した高付加価値素材として、素材販売・OEM開発への拡大

も今後さらに展開してまいります。

医薬品分野では当社と神戸大学が共同特許出願した経口ワクチンに関する研究開発の取り組みで、経口ワクチンの

プラットフォーム技術を基にしたＣ型肝炎治療ワクチンなどへ、実用化を目指して取り組んでおります。

当社健康関連商品や機能性素材のエビデンス取得に関しましては、当分野の差別化戦略において、今後ますます重

要になってくると考えており、お客様により確実な商品をお届けするためにも、積極的に取り組んでおります。エビ

デンスの取得に際しては、研究を加速するため多くの大学や企業との共同研究を行っており、前述のメタジェンをは

じめとして理化学研究所、神戸大学、東北大学、九州大学、岐阜大学等と取り組んできました。

当連結会計年度におけるヘルスケア事業に関する研究開発費の金額は368万円であります。
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カプセル受託事業に関しては、当社独自の「シームレスカプセル技術」を基盤として技術展開を進めております。

医薬品分野においては、前述の経口ワクチンをはじめとする当社特許技術である腸溶性カプセルなどを応用したDDS

（ドラッグデリバリーシステム）カプセルのさらなる活用を目指し、研究開発を推進し、展示会等を通じて技術紹介

を積極的に行っております。平成27年３月に「農林水産業の革新的技術緊急展開事業（農林水産省）」に採択されま

した「牛へのカプセル投与による高付加価値牛乳の生産技術の研究開発」においても、腸溶性シームレスカプセル技

術を応用し牛の反芻胃（ルーメン）での分解を避け、腸まで有効成分（αリノレン酸）を届けることができるカプセ

ル（ルーメンバイパス製剤）の実証実験を行っております。ビタミンやプロバイオティクス由来の様々な有効成分を

含む高付加価値牛乳生産に繋がり、酪農分野の市場拡大と健康増進に寄与するものと考えられます。

また、多様な産業用途に適合した非食用皮膜カプセルの応用研究のうち、微生物等を包含したシームレスカプセル

利用のレアメタル（希少金属）回収研究に関しては、長浜工場における実証プラントを整備し、リサイクル事業を展

開する企業と共同で実証研究を行っております。それ以外にも、建築用資材、一般日用品、医療機器、農林水産用途

など、さまざまな分野で各企業・大学の技術ニーズに合わせて研究開発を行っております。

当連結会計年度におけるカプセル受託事業の研究開発費の金額は403百万円であります。

結果として、当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は771百万円であります。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度末における資産、負債の報告金額及び収益、

費用の報告金額に影響を与える見積り、判断及び仮定を使用することが必要となります。当社グループの経営陣は

連結財務諸表作成の基礎となる見積り、判断及び仮定を過去の経験や状況に応じ合理的と判断される入手可能な情

報により継続的に検証し、意思決定を行っております。しかしながら、これらの見積り、判断及び仮定は不確実性

を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。

なお、連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は「第一部　第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおりであります。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当連結会計年度末の総資産は13,668百万円となり、前連結会計年度末と比べ315百万円の増加となりました。そ

の内訳は、流動資産が4,809百万円（前年同期比7.7％増）、固定資産が8,858百万円（前年同期比0.3％減）であ

り、流動資産の主な変動要因は、売上債権の減少、たな卸資産の増加、現金及び預金の増加であり、固定資産の

主な変動要因は、減価償却費の進捗による固定資産の減少及び投資有価証券の増加であります。

　

（負債）

当連結会計年度末の負債合計は4,533百万円となり、前連結会計年度末と比べ207百万円の減少となりました。

その内訳は、流動負債が2,428百万円（前年同期比2.5％増）、固定負債が2,105百万円（前年同期比11.2％減）で

あり、流動負債の主な変動要因は、仕入債務の増加であり、固定負債の主な変動要因は、長期借入金の減少等で

あります。

　

（純資産）

当連結会計年度末の純資産は9,134百万円となり、前連結会計年度末と比べ523百万円の増加となりました。こ

れは、利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。

　

(3) 経営成績の分析

「１　業績等の概要　(1) 業績」に記載のとおりであります。

　

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

「１　業績等の概要　(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】
 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資総額は426百万円であり、主に大阪テクノセンターの生産設備に121百万円、研究開発設

備に80百万円、滋賀工場の生産設備に86百万円、システム関連費用に63百万円投資しております。

なお、セグメントごとの設備投資については、取締役会等最高経営意思決定機関に対して定期的な報告対象として

いないため、記載しておりません。

また、重要な設備の除却又は売却はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

提出会社

平成28年３月31日現在

事業所名

(所在地)
設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(名)建物及び

構築物

機械装置

及び

運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産
その他 合計

本社

（大阪市中央区）

その他

設備
317 0

1,105

( 1,139)
－ 123 1,546

112

(5)

社宅・寮

（川崎市多摩区）

その他

設備
21 －

126

(  915)
－ 0 148 －

滋賀工場

（滋賀県多賀町）

生産

設備
674 1,087

254

(11,726)
－ 32 2,049

69

(31)

長浜工場

（滋賀県長浜市）

生産

設備
143 143

199

(15,313)
－ 1 487 －

大阪テクノセンター

（大阪府枚方市）

研究

開発用

設備

979 114
405

( 7,000)
－ 94 1,594

40

(2)

生産

設備

研究開発

用設備に

含まれる

261

研究開発

用設備に

含まれる

－ 8 269
34

(13)
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．従業員数の（　）は、臨時従業員の平均雇用人数であります。

４．帳簿価額のうち「その他」には、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定を含んでおります。

５．セグメントごとの主要な設備の状況については、取締役会等最高経営意思決定機関に対して定期的な報告対

象としていないため、記載しておりません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成28年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年６月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,750,000 20,750,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数1,000株

計 20,750,000 20,750,000 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 
(百万円)

資本金残高

 
(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成17年６月29日

（注）
― 20,750,000 ― 3,537 △415 963

 

(注)　平成17年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき資本準備金を415百万円取崩しております。

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 8 13 75 4 ― 4,258 4,358 －

所有株式数
(単元)

― 2,299 37 9,881 19 ― 8,380 20,616 134,000

所有株式数
の割合
(％)

― 11.15 0.18 47.93 0.09 ― 40.65 100.00 －

 

(注) １．自己株式409,371株は、「個人その他」に409単元、「単元未満株式の状況」に371株含まれております。

２．「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、300株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成28年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社森下泰山 大阪市中央区玉造１丁目２－４０ 5,476 26.4

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西１丁目８－１ 1,775 8.6

公益財団法人森下仁丹奨学会 大阪市中央区玉造１丁目２－４０ 1,056 5.1

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 660 3.2

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 555 2.7

株式会社ラクサン 大阪市中央区南新町２丁目３－７ 532 2.6

株式会社大正銀行 大阪市中央区今橋２丁目５－８ 440 2.1

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11－３ 440 2.1

森下仁丹取引先持株会 大阪市中央区玉造１丁目２－４０ 278 1.3

フジモトＨＤ株式会社 東京都千代田区内神田３丁目３－７ 216 1.0

計 ― 11,429 55.1
 

(注) １．公益財団法人森下仁丹奨学会は、学資の給付等の育英奨学事業を行っている財団であります。

２．上記のほか当社所有の自己株式409千株（2.0％）があります。

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  －  － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式
 

409,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,207,000 20,207 －

単元未満株式 普通株式 134,000 － －

発行済株式総数  20,750,000 － －

総株主の議決権  － 20,207 －
 

（注）　「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）

森下仁丹株式会社

大阪市中央区玉造

１丁目２－40
409,000 － 409,000 2.0

計 － 409,000 － 409,000 2.0
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 2,425 1,384

当期間における取得自己株式 ― ―
 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 409,371 － 409,371 －
 

(注)　当期間における保有自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、着実な経営の基礎づくりを進めることにより、中長期的に投資価値のある企業となるべく今後も事業の拡

大に努力する方針であります。株主さまへの安定的かつ継続的な配当水準も、最重要施策のひとつと位置づけており

ます。

内部留保については、①今後の事業拡大に向けた投資のため、②安定した配当水準を継続するため、③今後の研究

開発活動のために投入することとしており、その指標でもある株主資本利益率の向上も重要な目標としております。

また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中

間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

なお、当社定款には、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」

の旨の記載があります。

当事業年度の配当につきましては、財務状況や当事業年度の業績等を総合的に勘案したうえで、１株当たり７円50

銭の期末配当を実施することを決定いたしました。

(注)　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成28年6月29日

定時株主総会
152 7.50

 

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

最高(円) 378 490 1,288 830 670

最低(円) 262 298 411 599 461
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成27年10月 11月 12月 平成28年１月 ２月 ３月

最高(円) 567 572 567 551 539 539

最低(円) 541 550 513 507 461 473
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性６名　女性２名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役 社長 駒村　純一 昭和25年５月３日生

昭和48年４月 三菱商事㈱入社

(注)１ 10

平成８年４月 同社イタリア事業投資先Miteni社

社長

平成15年８月 当社入社(執行役員)

平成15年10月 当社執行役員経営企画室長

平成16年４月 当社常務執行役員経営企画室長

平成16年６月 当社取締役常務執行役員経営企画

室長

平成17年４月 当社専務取締役専務執行役員経営

情報本部管掌

平成17年11月 当社代表取締役専務

平成18年10月 当社代表取締役社長(現任)

取締役 名誉会長 森下　美惠子 大正11年７月６日生

昭和63年２月 当社代表取締役社長

(注)１ 1

平成元年７月 財団法人森下仁丹奨学会(現 公益財

団法人森下仁丹奨学会)理事長(現

任)

平成11年６月 当社代表取締役会長

平成14年６月 当社取締役名誉会長(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役 上村　秀人 昭和33年７月19日生

昭和57年４月 ロート製薬㈱入社

(注)１ －

平成15年５月 同社事業開発本部副本部長

平成16年７月 同社事業開発本部副本部長

兼ビジョンケア事業部長

平成21年４月 同社研究開発本部副本部長

兼企画推進担当

平成22年５月 同社執行役員研究開発本部副本部長

兼企画推進担当

平成22年12月 同社執行役員研究開発本部副本部長

兼企画推進担当兼薬事企画部部長

平成23年６月 同社執行役員研究開発本部副本部長

兼企画推進担当兼開発営業部部長

平成24年５月 同社執行役員研究開発本部副本部長

兼企画推進担当兼リサーチビレッジ

京都所長

平成25年６月 当社取締役(現任)

平成26年４月 ロート製薬㈱執行役員研究開発本部

副本部長

平成27年５月 ロート製薬㈱上席執行役員マーケ

ティング本部本部長

平成28年６月 ロート製薬㈱マーケティング本部本

部長(現任)

取締役 齋藤　洋一 昭和８年６月３日生

昭和35年４月 東北大学医学部第一外科入局

(注)１ 10

昭和48年11月 東北大学医学部助教授

昭和54年９月 神戸大学医学部教授

平成７年11月 神戸大学医学部付属病院院長

平成８年10月 神戸大学名誉教授

平成８年10月 大阪府済生会中津病院院長

平成12年４月 大阪府済生会中津医療福祉センター

総長(併任)

平成15年10月 大阪府済生会中津医療福祉センター

総長(専任)

平成22年４月 大阪府済生会副会長

平成25年10月 大阪府済生会中津病院名誉院長(現

任)

平成26年６月 当社取締役(現任)

取締役

執行役員

カプセル事業

本部長

森下　雄司 昭和47年７月５日生

平成19年１月 当社入社

(注)１ 84

平成24年４月 当社経営企画部経営企画・管理関連

事業担当部長

平成24年９月 当社執行役員経営企画部長

平成26年４月 当社執行役員ヘルスケア事業本部長

平成26年６月 当社取締役執行役員ヘルスケア事業

本部長

平成27年２月 当社取締役執行役員カプセル事業本

部長(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

監査役常勤 高田　真一 昭和23年７月16日生

昭和47年４月 当社入社

(注)２ 14

平成８年４月 当社総務部長

平成12年６月 当社取締役社長室長

平成14年６月 当社常務取締役

平成15年７月 当社取締役執行役員社長室長

平成18年２月 当社取締役退任

平成18年２月 当社執行役員総務部長

平成18年８月 当社執行役員管理部長

平成19年４月 当社常務執行役員管理部長

平成26年６月 当社監査役(現任)

監査役 澤田　侚己 昭和22年１月14日生

昭和47年７月 監査法人中央会計事務所入所

(注)３ －

昭和51年４月 公認会計士登録

平成８年８月 中央監査法人代表社員

平成19年７月 みすず監査法人退所

平成19年８月 澤田公認会計士事務所開設

平成20年６月 当社監査役(現任)

監査役 石原　真弓 昭和38年５月３日生

昭和61年４月 神戸地方裁判所勤務

(注)４ －

平成６年10月 司法試験合格

平成９年４月 弁護士登録(第49期)

平成９年４月 大江橋法律事務所入所

平成19年６月 当社補欠監査役

平成20年２月 当社監査役

平成20年６月 当社監査役退任

平成20年６月 当社補欠監査役

平成25年６月 当社補欠監査役退任

平成25年６月 当社監査役(現任)

  計     120
 

(注) １．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

２．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．取締役 齋藤洋一は、社外取締役であります。

６．監査役 澤田侚己、石原真弓の両名は、社外監査役であります。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

 

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

加藤　清和 昭和38年11月15日生

平成２年10月 司法試験合格

─

平成５年４月 弁護士登録(第45期)

平成５年４月 梅田総合法律事務所入所

平成11年４月 同事務所パートナー弁護士に昇格

当社補欠監査役(現任)

平成16年４月 関西大学法科大学院非常勤講師就任

平成20年３月 同大学非常勤講師退任
 

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

※　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「伝統に縛られず、伝統を活かす」を理念に「伝統と技術と人材力を価値にする」をビジョンの下、

株主、取引先、社員、社会などのすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、長期にわたる成長と企業価値

の極大化を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題である

と認識しております。

①　企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、機動的な経営の意思決定を図るべく、取締役は少人数の５名体制（内１名は東京証券取引所の定め

る独立役員の要件を満たした社外取締役）とし、経営の効率化を図りつつその公正性・透明性を高めておりま

す。また、当社は、監査役設置会社であり、３名の監査役（内２名は東京証券取引所の定める独立役員の要件

を満たした社外監査役）が、経営への客観的・中立的な監視を実施しており、経営の監視機能面では十分な体

制が整っているものと判断しております。

ａ．当社の経営機構としては、毎月開催される「取締役会」と「監査役会」、毎週開催される「経営委員会」

及び定期的に開催される「コンプライアンス委員会」・「リスク管理委員会」・「IT推進委員会」があり

ます。

 
ｂ．「経営委員会」は、業務執行状況の確認及び環境変化への迅速な対応を協議する目的で、代表取締役社長

が指名する取締役・執行役員・本部長を中心にした委員で構成しており、経営諸課題に関わる事項につき

幅広く協議をし意思決定を行うとともに、重要事項については取締役会で決議あるいは報告しておりま

す。

 
ｃ．また、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」・「リスク管理委員会」・「IT推進委

員会」を設置し、代表取締役社長の諮問機関として機能させております。なお、コンプライアンスの徹底

に関しては、内部告発や各種ハラスメンスの窓口を設け、広くグループ社員からの意見を聴取する等の活

動を実施しております。

 
ロ．当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図
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ハ．その他の企業統治に関する事項

当社は、会社法等に基づく「内部統制システムの基本方針」を取締役会において決議し、当社グループにお

ける内部統制システムの整備を推進しております。

ａ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の規定する「文書管理規程」、「情報資産取扱い規程」等に基づき、取締役の職務執行に係る情報を

文書または電磁的媒体（以下、「文書等」という）に記録し、保存及び管理しております。取締役及び監査

役は、同規程により、これらの文書等を必要に応じて閲覧できるものとしております。

 
ｂ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、リスクマネジメントを行うため、代表取締役社長を委員長とした「リスク管理委員会」

を組織し、当社グループ全体の横断的なリスク管理体制を設けております。

リスク管理委員会は、「リスク管理規程」に基づきリスク管理基本方針を策定のうえ担当部署に浸透を図

る一方、リスクマネジメントの状況を定期的に取締役会及び監査役会に報告し、網羅的かつ総括的な管理を

行っております。

なお、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする「特別対策本

部」を設置し危機対応の体制をとると同時に迅速に行動し、損害及びその拡大を防止することとしておりま

す。

 
ｃ．当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の「取締役会規程」に基づき、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、迅

速かつ適切な意思決定を図るとともに、経営計画の策定や重要な業務執行課題については、事前に取締役等

で構成する経営委員会で十分な議論を行ったうえで審議し取締役会に付議し決定することとしております。

なお、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」・「業務分掌規程」において、それぞ

れの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。

 
ｄ．当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは共通の「企業行動憲章」の主旨に沿い、当社代表取締役社長が繰り返しその精神を、当社

グループの取締役及び使用人に伝えることによりコンプライアンスを徹底しております。

また、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組成し、グループ企業のコンプライ

アンスの取り組みを横断的に統括し、「コンプライアンス・マニュアル」に基づいた当社グループの取締役

及び使用人への教育並びに監理を実施すると同時に、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告

されております。

また、内部監査室により、全ての業務が法令・定款及び社内規程に準拠し適正・妥当かつ合理的に行われ

ているか、また、当社グループの制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公平不偏に調査・検証すると

ともに代表取締役社長にその結果を定期的及び必要に応じて報告しております。

なお、法令・規程に反した行為等について当社グループの取締役及び使用人が直接情報提供を行うホット

ラインを設置運営するとともに当該者には「森下仁丹公益通報者保護規程」に沿った対応をとるものとして

おります。

さらに 、監査役においてもその職責に基づき当社グループの取締役及び使用人の職務執行に関する順法状

況を検証する体制をとっております。

 
e．当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に対する体制

当社の子会社に関する管理は「関係会社管理規程」に基づき、各子会社を管理する体制とし、各子会社の

経営内容を的確に把握するため重要な事項については取締役会に報告を行うこととしております。

また、内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各子会社にも内部監査を実施し当社グループの内部統

制の適切性、有効性を確保することとしております。
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f．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場合には監査役と協議の上設

置するものとしております。

監査役が指定する補助すべき期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、人事異動

及び人事評価は、監査役会の同意を得なければならないものとしております。

　

g．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制並びにその他の監査役への報告に関する体制

監査役は毎月開催される取締役会を始めとする各種の重要会議に出席し、取締役の報告を聴取しておりま

す 。使用人の監査役会に対する報告は原則取締役を経由して行うこととしておりますが、緊急時には取締役

に報告と同時に監査役に直接行うこととしております。

当社の監査役が必要と判断した情報については、当社グループの取締役及び使用人等に対して報告を求め

ることができます。この場合、報告した者に対し秘密保持に最大限の配慮を行うこととしております。

なお、監査役に報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いをすること

を禁止しております。

また、監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の遂行につ

いて生ずる費用または債務等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を支払うものとしておりま

す。

 
h．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

すでに社外監査役２名に就任していただき、「監査役会規則」に沿って監査体制を固めていますが、さら

に監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定し、監査の実効性を高めてまいります。

また、内部監査室は内部監査の計画、結果の報告を監査役に対して定期的及び必要に応じて行い、監査役

監査が実効的に行われる体制を確保しております。

 
i．財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効か

つ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに 、その体制について適正に機能することを継

続的に評価し、必要な是正措置を行うものとしております。

また、財務報告に係る内部統制において、各組織（者）は以下の役割を確認しております。

(a) 経営者は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、「内部統制システムの基本方針」

に基づき内部統制を整備・運用することとしております。

(b) 取締役会は、経営者の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統

制が確実に実行されているか経営者を監視、監督することとしております。

(c) 監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することとし

ております。

(d) 内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ、内部統制の整備

及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を経営者並びに取締役会に提唱することとして

おります。

 
j．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社グループは、「企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、反社会的勢力に対し

ては一切の関係を遮断することを基本方針とし、反社会的勢力排除に向けた組織対応として、管理本部総務

部が外部の専門機関と連携の上、毅然とした態度で対応することとしております。
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ニ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める

額としており、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善

意かつ重大な過失がないときに限られます。

 
②　内部監査及び監査役監査

当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、監査役会は３名中２名を社外監査役とし、ガ

バナンスのあり方と運営状況を確認し、経営の適正性の確保に努めております。また、監査役は監査役会で策定

された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関

して公正な立場で意見を述べる等、取締役の職務執行を監査しております。

また、内部監査室は１名で構成され、「内部監査規程」に基づき全社的な見地から内部監査を実施しており、

代表取締役社長及び監査役に定期的に内部監査結果及び内部統制に係る整備・運用・評価に関する報告を行って

おります。

監査役会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと定期的な会合を実施し、積極的な意見及び情報交

換を実施し、必要に応じて監査の実施経過について適宜報告を行うなどの対応を実施しております。

 
③　社外取締役及び社外監査役

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は１名です。

社外取締役の齋藤洋一氏は大阪府済生会中津病院名誉院長であり、医療全般に関する豊富な見識を有すると同

時に病院長として病院経営にも関与されていることからその専門知識・経験等を基に当社の適正な業務運営及び

経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、社外取締役の斎藤洋一氏は東京証券取引所に独立役員として届出しております。

一方、当社の社外監査役は澤田侚己氏と石原真弓氏の２名であり、両氏とも東京証券取引所に独立役員として

届出しております。

社外監査役澤田侚己氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業活動に

関する豊富な見識を有することから、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていた

だけるものと考えております。

社外監査役石原真弓氏は弁護士であり専門知識と企業活動に関する豊富な見識を有することから当社の適正な

業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

上記社外監査役２名は、いずれも当社との間の特別な利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に

定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取

引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員と

して職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

また、社外取締役は、監査役会報告、内部監査室による内部統制実施報告等を定期的に受けるなど相互連携を

密にし、カバナンスの強化に努めていただきます。

さらに社外監査役についても、客観的・中立的な見地から「②内部監査及び監査役監査」に記載のとおり、内

部監査室、会計監査人と連携した監査役監査により経営監視が十分に行えるよう、連携強化に努めてまいりま

す。

 

EDINET提出書類

森下仁丹株式会社(E00941)

有価証券報告書

23/68



 

④　取締役の選任

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数で行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 
⑤　監査役の選任

当社の監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数で行う旨を定款で定めております。

 
⑥　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要

件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 
⑦　自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 
⑧　中間配当

当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項に基づき、取

締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

 
⑨　役員の報酬等

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 その他

取締役
(社外取締役を除く)

64 56 ― 7 ― 5

監査役
(社外監査役を除く)

17 16 ― 1 ― 1

社外役員 11 11 ― 0 ― 3
 

 

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(百万円)
対象となる役員の

員数(名)
内容

26 2 管理本部長及びカプセル事業本部長の報酬
 

 
ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は株主総会で決められた限度内にて役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、

報酬等の額は、業績の良否並びに従業員の給与水準及び業績への貢献度を斟酌し決定しております。

また、その方法は、取締役については役位別並びに予め定めた順序別に社長が決定し、監査役については監

査役の協議にて決定しております。
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⑩　株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 １銘柄

貸借対照表計上額の合計額 840百万円
 

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

ロート製薬㈱ 410,000 740 資本業務提携による
 

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

ロート製薬㈱ 410,000 840 資本業務提携による
 

 
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 384 370 2 ― △63

非上場株式以外の株式 839 976 14 ― 738
 

 
⑪  会計監査の状況

ａ　業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

石黒　訓　(有限責任監査法人トーマツ)　(継続監査年数　５年)

南方　得男(有限責任監査法人トーマツ)　(継続監査年数　４年)

ｂ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　３名

その他　　　　８名

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区    分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 22 － 22 －

計 22 － 22 －
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。）に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）に

基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）の財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財

団法人財務会計基準機構へ加入し、またセミナー等へも積極的に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,500 1,586

  受取手形及び売掛金 1,497 1,323

  商品及び製品 697 902

  仕掛品 276 372

  原材料及び貯蔵品 339 425

  未収入金 46 37

  繰延税金資産 57 121

  その他 57 50

  貸倒引当金 △8 △11

  流動資産合計 4,465 4,809

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※２  4,260 ※２  4,272

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,939 △2,118

    建物及び構築物（純額） ※２  2,320 ※２  2,153

   機械装置及び運搬具 ※２  4,281 ※２  4,643

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,743 △3,036

    機械装置及び運搬具（純額） ※２  1,537 ※２  1,606

   土地 ※２  2,217 ※２  2,217

   建設仮勘定 163 7

   その他 1,087 1,180

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △798 △892

    その他（純額） 289 288

   有形固定資産合計 6,528 6,274

  無形固定資産   

   その他 251 216

   無形固定資産合計 251 216

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※１,※２  1,951 ※１,※２  2,218

   長期貸付金 16 12

   繰延税金資産 0 －

   その他 138 137

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 2,106 2,367

  固定資産合計 8,887 8,858

 資産合計 13,352 13,668
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,002 1,130

  1年内返済予定の長期借入金 ※２  380 ※２  330

  未払費用 377 399

  未払法人税等 20 72

  賞与引当金 165 167

  返品調整引当金 46 58

  売上割戻引当金 20 25

  ポイント引当金 40 40

  設備関係支払手形 27 56

  その他 ※２  289 ※２  149

  流動負債合計 2,369 2,428

 固定負債   

  長期借入金 ※２  1,197 ※２  867

  長期預り保証金 1 1

  繰延税金負債 704 734

  退職給付に係る負債 468 501

  固定負債合計 2,371 2,105

 負債合計 4,741 4,533

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,537 3,537

  資本剰余金 963 963

  利益剰余金 3,686 4,000

  自己株式 △135 △137

  株主資本合計 8,051 8,364

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 566 765

  退職給付に係る調整累計額 △6 4

  その他の包括利益累計額合計 560 770

 純資産合計 8,611 9,134

負債純資産合計 13,352 13,668
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 9,817 10,432

売上原価 ※１  4,794 ※１  4,900

売上総利益 5,022 5,531

返品調整引当金戻入額 29 46

返品調整引当金繰入額 46 58

差引売上総利益 5,005 5,519

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 875 803

 広告宣伝費 519 882

 運賃及び荷造費 530 521

 人件費 1,310 1,223

 賞与引当金繰入額 93 93

 退職給付費用 51 55

 減価償却費 138 140

 貸倒引当金繰入額 9 12

 研究開発費 ※２  748 ※２  771

 その他 619 623

 販売費及び一般管理費合計 4,896 5,127

営業利益 109 391

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 19 25

 研究開発補助金 3 －

 その他 17 11

 営業外収益合計 40 37

営業外費用   

 支払利息 20 15

 その他 3 4

 営業外費用合計 23 20

経常利益 126 408

特別利益   

 固定資産売却益 ※３  0 －

 投資有価証券売却益 1 －

 特別利益合計 2 －

特別損失   

 固定資産処分損 4 －

 投資有価証券評価損 － 63

 特別損失合計 4 63

税金等調整前当期純利益 123 344

法人税、住民税及び事業税 30 74

法人税等調整額 △6 △105

法人税等合計 24 △31

当期純利益 99 375

親会社株主に帰属する当期純利益 99 375
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

当期純利益 99 375

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 278 198

 退職給付に係る調整額 2 11

 その他の包括利益合計 ※  281 ※  209

包括利益 380 585

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 380 585
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,537 963 3,764 △135 8,130 288 △9 279 8,409

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  △25  △25    △25

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,537 963 3,738 △135 8,104 288 △9 279 8,383

当期変動額          

剰余金の配当   △152  △152    △152

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  99  99    99

自己株式の取得    △0 △0    △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     278 2 281 281

当期変動額合計 ― ― △52 △0 △53 278 2 281 227

当期末残高 3,537 963 3,686 △135 8,051 566 △6 560 8,611
 

 

 当連結会計年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,537 963 3,686 △135 8,051 566 △6 560 8,611

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―    ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,537 963 3,686 △135 8,051 566 △6 560 8,611

当期変動額          

剰余金の配当   △61  △61    △61

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  375  375    375

自己株式の取得    △1 △1    △1

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     198 11 209 209

当期変動額合計 ― ― 314 △1 313 198 11 209 523

当期末残高 3,537 963 4,000 △137 8,364 765 4 770 9,134
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 123 344

 減価償却費 705 718

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54 44

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 3

 返品調整引当金の増減額（△は減少） 17 12

 賞与引当金の増減額（△は減少） 6 1

 売上割戻引当金の増減額（△は減少） △17 4

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △13 －

 受取利息及び受取配当金 △20 △25

 支払利息 20 15

 投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

 投資有価証券評価損益（△は益） － 63

 固定資産売却損益（△は益） △0 －

 固定資産処分損益（△は益） 4 －

 売上債権の増減額（△は増加） △25 173

 たな卸資産の増減額（△は増加） 242 △386

 仕入債務の増減額（△は減少） △234 127

 その他 261 △111

 小計 1,116 986

 利息及び配当金の受取額 18 24

 利息の支払額 △19 △15

 法人税等の支払額 △44 △25

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070 969

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △263 △335

 有形固定資産の売却による収入 0 －

 無形固定資産の取得による支出 △19 △53

 投資有価証券の取得による支出 △66 △59

 投資有価証券の売却による収入 1 －

 補助金収入 127 3

 その他 0 4

 投資活動によるキャッシュ・フロー △218 △440

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △380 △380

 配当金の支払額 △152 △61

 その他 △0 △1

 財務活動によるキャッシュ・フロー △533 △442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318 85

現金及び現金同等物の期首残高 1,181 1,500

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,500 ※  1,586
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【注記事項】

 

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

子会社3社は全て連結しております。

連結子会社は、㈱仁丹ファインケミカル、㈱森下仁丹ヘルスコミュニケーションズ、㈱エムジェイラボであり

ます。

　

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社はありません。

(2) 持分法を適用していない関連会社

エイシアンジンタンラボラトリーズ㈱、シンノウ仁丹㈱

持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、

いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。

　

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

　

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

ａ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

ｂ．時価のないもの

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

ａ．商品、製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

ｂ．貯蔵品

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 13～38年

機械装置及び運搬具 ４～10年
 

②　無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。
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③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④　長期前払費用

均等償却(２年)を行っております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に充てるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

③　返品調整引当金

販売した商品及び製品の返品による損失に備えるため、当連結会計年度末の売上債権を基礎として、これ

に対応する返品見込額の売買利益相当額を計上しております。

④　売上割戻引当金

販売した商品及び製品に対する将来の売上割戻しに備えるため、将来の売上割戻し発生見込額を計上して

おります。

⑤　ポイント引当金

将来のポイント使用による費用負担に備えるため、未使用のポイント残高に対して、将来利用されると見

込まれる額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま

す。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理の要件を満たしておりますので、振

当処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金

ｂ．ヘッジ手段 … 為替予約

ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権

③　ヘッジ方針

当社グループの社内管理規程である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利及び為替変動リスクを

ヘッジしております。借入金については、金利変動リスクのヘッジのために金利スワップ取引を行ってお

り、外貨建金銭債権については、為替変動リスクのヘッジのために為替予約取引を行っております。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性評価を省略しております。

また、為替予約の締結時に、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を振当て、為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保されているため、決算日における有効性評価を省略しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 
(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号　平成25年９月13日。）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

 
(連結貸借対照表関係)

※１　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

投資有価証券(株式) 3百万円 3百万円
 

　

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

建物及び構築物 1,073百万円 ( 727百万円) 1,002百万円 ( 674百万円)

機械装置及び運搬具 1,104百万円 (1,104百万円) 1,085百万円 (1,085百万円)

土地 1,487百万円 ( 254百万円) 1,487百万円 ( 254百万円)

投資有価証券 24百万円 (  －百万円) 27百万円 (  －百万円)

合計 3,689百万円 (2,086百万円) 3,601百万円 (2,014百万円)
 

上記に対する債務

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

1年内返済予定の長期借入金 340百万円 290百万円

長期借入金 660百万円 622百万円

その他流動負債(従業員預り金) 26百万円 28百万円

合計 1,026百万円 941百万円
 

(　)内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。
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(連結損益計算書関係)

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

 
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上原価 85百万円 100百万円
 

　

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

748百万円 771百万円
 

　

※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

機械装置及び運搬具 0百万円 ―百万円

計 0百万円 ―百万円
 

 

(連結包括利益計算書関係)

※　　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 389百万円 270百万円

  組替調整額 ―百万円 ―百万円

    税効果調整前 389百万円 270百万円

    税効果額 △111百万円 △72百万円

    その他有価証券評価差額金 278百万円 198百万円
 

退職給付に係る調整額

  当期発生額 ―百万円 10百万円

  組替調整額 2百万円 0百万円

    税効果調整前 2百万円 11百万円

    税効果額 ―百万円 ―百万円

    退職給付に係る調整額 2百万円 11百万円

その他の包括利益合計 281百万円 209百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式(株) 20,750,000 － － 20,750,000
 

　

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式(株) 405,876 1,070 － 406,946
 

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　1,070株

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成26年6月27日
定時株主総会

普通株式 152 7.50 平成26年３月31日 平成26年６月30日
 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 61 3.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日
 

　

当連結会計年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式(株) 20,750,000 － － 20,750,000
 

　

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式(株) 406,946 2,425 － 409,371
 

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　2,425株

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 61 3.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日
 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年6月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 152 7.50 平成28年３月31日 平成28年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

現金及び預金 1,500百万円 1,586百万円

現金及び現金同等物 1,500百万円 1,586百万円
 

　

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは健康関連商品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借

入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借

入により調達しております。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、外貨建金銭債権は為替の変動リスク

にさらされております。また、為替の変動リスクは、デリバティブ取引管理規程に従い、外貨建金銭債権の発生

に応じ、実需の範囲内で先物為替予約を実施しヘッジすることとしております。

投資有価証券は取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされ

ております。

支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。

借入金の使途は設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引

を実施して支払利息の固定化を実施しております。

デリバティブ取引は外貨建金銭債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取

引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、デリバティ

ブ取引管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、

前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

　

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、受取手形及び売掛金について、各営業部門における主管部門長が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別に期日及び残高を管理すると共に、財務状況の把握を適宜行う

ことにより回収懸念債権の発生の軽減を図っております。連結子会社についても、当社と同様の管理を行って

おります。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するために格付の高い金融機関と

のみ取引を行っております。

　

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建金銭債権について、為替の変動リスクをヘッジするため、先物為替予約を利用しておりま

す。原則として、先物為替予約の取得は外貨建金銭債権の発生の都度、決済条件に応じた期間により行ってお

ります。

また、当社は借入金にかかる支払金利の変動リスクを抑制するため、金利スワップ取引を利用しておりま

す。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、管理部が資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性を連結売

上高の２か月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表に含めておりません（（注２）を参

照ください。）。

 
前連結会計年度（平成27年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(１) 現金及び預金 1,500 1,500 －

(２) 受取手形及び売掛金 1,497 1,497 －

(３) 投資有価証券    

その他有価証券 1,539 1,539 －

資産計 4,537 4,537 －

(１) 支払手形及び買掛金 1,002 1,002 －

(２) 長期借入金（※） 1,577 1,585 8

負債計 2,580 2,588 8

デリバティブ取引 － － －
 

（※）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
当連結会計年度（平成28年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(１) 現金及び預金 1,586 1,586 －

(２) 受取手形及び売掛金 1,323 1,323 －

(３) 投資有価証券    

その他有価証券 1,816 1,816 －

資産計 4,727 4,727 －

(１) 支払手形及び買掛金 1,130 1,130 －

(２) 長期借入金（※） 1,197 1,205 8

負債計 2,327 2,335 8

デリバティブ取引 － － －
 

（※）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注

記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
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負債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(2) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て算出する方法によっております。一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされ

ており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される

合理的に見積られる利率で割り引いて算出する方法によっております。

 
デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。また、為替予約の振当処理によるものは

ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権と一体として処理されているため、その時価は、受取手形及び売掛金の

時価に含めて記載しております。

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

非上場株式等（百万円） 412 401
 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証

券　その他有価証券」には含めておりません。

 
（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成27年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 1,500 － － －

受取手形及び売掛金 1,497 － － －

合計 2,998 － － －
 

　

当連結会計年度（平成28年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 1,586 － － －

受取手形及び売掛金 1,323 － － －

合計 2,910 － － －
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（注４）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成27年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 380 330 762 105 － －
 

　

当連結会計年度（平成28年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 330 762 105 － － －
 

　

(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成27年３月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 1,539 721 818

小計 1,539 721 818

合計  1,539 721 818
 

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理は行ってお

りません。また、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。非上場株式等（連結貸借対照表計上額412百万円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため上表には記載しておりません。
　

当連結会計年度（平成28年３月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 1,768 673 1,094

小計 1,768 673 1,094

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 48 54 △5

小計 48 54 △5

合計  1,816 728 1,088
 

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、有価証券について

63百万円（その他有価証券の株式63百万円）減損処理を行っております。また、減損処理にあたっては、期末

における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％下落した場合には、

回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。非上場株式等（連結貸借対

照表計上額401百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表には記載

しておりません。
　

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 1 1 ―

合計 1 1 ―
 

　

当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（平成27年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち

１年超
時価

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
　支払固定・
　受取変動

長期借入金 350百万円 250百万円 （注）

 

(注)　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 
当連結会計年度（平成28年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち

１年超
時価

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
　支払固定・
　受取変動

長期借入金 250百万円 150百万円 （注）

 

(注)　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。退職一

時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、従業員の職能・勤続年数を基礎としたポイント計算に基づいた一

時金を支給しております。

 
２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自  平成26年４月１日
  至  平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

退職給付債務の期首残高 391 468

  会計方針の変更による累積的影響額 25 －

会計方針の変更を反映した期首残高 416 468

  勤務費用 49 50

  利息費用 4 4

  数理計算上の差異の発生額 － △10

  退職給付の支払額 △1 △12

退職給付債務の期末残高 468 501
 

 
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

非積立型制度の退職給付債務 468 501

連結貸借対照表に計上された負債の額 468 501
 

 
退職給付に係る負債 468 501

連結貸借対照表に計上された負債の額 468 501
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(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

 
前連結会計年度

(自  平成26年４月１日
  至  平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

勤務費用 49 50

利息費用 4 4

数理計算上の差異の費用処理額 2 0

確定給付制度に係る退職給付費用 56 56
 

 
(4) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

 
前連結会計年度

(自  平成26年４月１日
  至  平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

数理計算上の差異 2 11

合計 2 11
 

 
(5) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

未認識数理計算上の差異 6 △4

合計 6 △4
 

 
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

 
前連結会計年度

(自  平成26年４月１日
  至  平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

割引率 1.0% 1.0%
 

 
３．確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度38百万円、当連結会計年度37百万円であります。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

繰延税金資産   
  流動資産   
    賞与引当金 54百万円 51百万円

    未払事業税 3百万円 9百万円

    その他 66百万円 61百万円
    評価性引当額 △66百万円 △0百万円

    合計 57百万円 121百万円
  固定資産   
   退職給付に係る負債 148百万円 154百万円

    投資有価証券評価損 31百万円 48百万円

    構造改革損 198百万円 178百万円

    減損損失 2百万円 2百万円

    繰越欠損金 85百万円 19百万円

    その他 1百万円 1百万円
    評価性引当額 △467百万円 △397百万円

    合計 0百万円 8百万円

  繰延税金資産合計 57百万円 130百万円
繰延税金負債   
  固定負債   
    その他有価証券評価差額金 251百万円 323百万円
    固定資産圧縮積立金 452百万円 419百万円

    合計 704百万円 743百万円

  繰延税金負債合計 704百万円 743百万円

繰延税金負債の純額 646百万円 613百万円
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

　

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

法定実効税率 35.6％ 33.0％
（調整）   
  交際費等永久に損金に算入されない項目 5.7％ 2.6％

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.3％ △0.4％
 税額控除 △4.2％ △8.6％

  住民税均等割等 11.2％ 2.7％

  子会社税率差異 △0.1％ 0.1％
 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 △35.1％ △3.6％
 評価性引当額の増減 5.4％ △35.2％
  その他 3.3％ 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.5％ △9.0％
 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国会

で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連

結会計年度の33.0％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは

30.8％、平成30年４月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が29百万円減少し、当連結会計年度に計

上された法人税等調整額（貸方）が12百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円それぞれ増加しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、健康食品を始めとする最終消費財を通信販売を通じて直接、または、国内の大手企業経由で提

供しているヘルスケア事業本部と、独自技術であるシームレスカプセル技術を応用して国内外の大手食品メー

カー、医薬品メーカー等にカプセルバルクを中心に受託事業を展開しているカプセル事業本部の２つの事業本部を

置き、それぞれの事業本部で包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは事業形態の異なった２つの事業本部を基礎として、「ヘルスケア事業」と「カプセル受

託事業」という２つを報告セグメントとしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。

なお、報告セグメントの資産の額並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額については、取締役会等最高経

営意思決定機関に対して定期的な報告対象としていないため、記載しておりません。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)

合計 調整額
連結財務諸
表計上額ヘルスケア

事業
カプセル
受託事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 6,346 3,441 9,787 29 9,817 － 9,817

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － 292 292 △292 －

計 6,346 3,441 9,787 322 10,110 △292 9,817

セグメント利益又は損失（△） △170 274 103 6 109 － 109

その他の項目        

  減価償却費 382 320 703 2 705 － 705
 

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。

　

当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)

合計 調整額
連結財務諸
表計上額ヘルスケア

事業
カプセル
受託事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 6,621 3,796 10,417 14 10,432 － 10,432

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － 266 266 △266 －

計 6,621 3,796 10,417 281 10,698 △266 10,432

セグメント利益又は損失（△） △212 600 388 3 391 － 391

その他の項目        

  減価償却費 393 323 717 1 718 － 718
 

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 ビフィーナ フレーバーカプセル その他 合計

外部顧客への売上高 2,760 1,402 5,653 9,817
 

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

8,679 859 278 9,817
 

(注)　売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

　

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

　

当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 ビフィーナ フレーバーカプセル その他 合計

外部顧客への売上高 2,876 1,977 5,577 10,432
 

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

9,205 870 355 10,432
 

(注)　売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

　

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱商事プラスチック㈱ 1,657 カプセル受託事業
 

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

　

 
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 423円31銭 449円10銭

１株当たり当期純利益金額 4円91銭 18円48銭
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 99 375

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

99 375

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,343 20,342
 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 8,611 9,134

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 8,611 9,134

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株)

20,343 20,340
 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　

区分
当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(％)
返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 380 330 1.2 －

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

1,197 867 1.0 平成29年～30年

その他有利子負債     

  社内預金 26 28 1.0 －

合計 1,603 1,226 ― －
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

３．その他有利子負債「社内預金」は、連結貸借対照表上、流動負債の部の「その他」として表示しておりま

す。なお社内預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

４．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(百万円)

２年超３年以内

(百万円)

３年超４年以内

(百万円)

４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 762 105 ― ―
 

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

　

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 2,320 5,009 7,768 10,432

税金等調整前当期
純利益金額

(百万円) 26 58 160 344

親会社株主に帰属する
当期純利益金額

(百万円) 14 42 140 375

１株当たり当期
純利益金額

(円) 0.72 2.09 6.92 18.48
 

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利
益金額

(円) 0.72 1.37 4.83 11.56
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,414 1,468

  受取手形 ※２  88 ※２  90

  売掛金 ※２  1,428 ※２  1,260

  商品及び製品 691 899

  仕掛品 276 372

  原材料及び貯蔵品 338 424

  未収入金 62 47

  繰延税金資産 55 118

  その他 56 54

  貸倒引当金 △8 △11

  流動資産合計 4,403 4,724

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※１  4,079 ※１  4,088

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,811 △1,981

    建物（純額） ※１  2,268 ※１  2,106

   構築物 ※１  181 ※１  183

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △128 △136

    構築物（純額） ※１  52 ※１  47

   機械及び装置 ※１  4,269 ※１  4,631

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,731 △3,024

    機械及び装置（純額） ※１  1,537 ※１  1,606

   車両運搬具 12 12

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △12 △12

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 1,083 1,177

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △795 △889

    工具、器具及び備品（純額） 288 287

   土地 ※１  2,217 ※１  2,217

   建設仮勘定 163 7

   有形固定資産合計 6,527 6,273

  無形固定資産   

   ソフトウエア 231 176

   ソフトウエア仮勘定 － 21

   その他 19 17

   無形固定資産合計 250 215

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※１  1,948 ※１  2,214

   関係会社株式 131 131

   長期貸付金 11 7

   従業員に対する長期貸付金 5 4

   長期前払費用 4 0

   事業保険積立金 74 77
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

   会員権 5 5

   その他 53 52

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 2,234 2,495

  固定資産合計 9,011 8,984

 資産合計 13,415 13,708

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 620 686

  買掛金 383 ※２  478

  関係会社短期借入金 60 20

  1年内返済予定の長期借入金 ※１  380 ※１  330

  未払金 232 90

  未払費用 361 387

  未払法人税等 17 68

  預り金 11 12

  従業員預り金 ※１  26 ※１  28

  賞与引当金 158 159

  返品調整引当金 46 58

  売上割戻引当金 20 25

  ポイント引当金 40 40

  設備関係支払手形 27 56

  その他 7 10

  流動負債合計 2,394 2,452

 固定負債   

  長期借入金 ※１  1,197 ※１  867

  長期預り保証金 1 1

  繰延税金負債 704 734

  退職給付引当金 462 506

  固定負債合計 2,364 2,109

 負債合計 4,758 4,561

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,537 3,537

  資本剰余金   

   資本準備金 963 963

   資本剰余金合計 963 963

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 952 951

    繰越利益剰余金 2,771 3,066

   利益剰余金合計 3,724 4,017

  自己株式 △135 △137

  株主資本合計 8,089 8,381

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 566 765

  評価・換算差額等合計 566 765

 純資産合計 8,656 9,146

負債純資産合計 13,415 13,708
 

 

EDINET提出書類

森下仁丹株式会社(E00941)

有価証券報告書

51/68



② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高   

 製品売上高 8,210 8,827

 商品売上高 1,450 1,450

 売上高合計 9,660 10,278

売上原価   

 商品及び製品期首たな卸高 855 691

 当期商品仕入高 806 816

 当期製品製造原価 3,872 4,339

 合計 5,534 5,848

 他勘定振替高 ※１  39 ※１  48

 商品及び製品期末たな卸高 691 899

 売上原価合計 4,803 4,899

売上総利益 4,857 5,378

返品調整引当金戻入額 29 46

返品調整引当金繰入額 46 58

差引売上総利益 4,840 5,366

販売費及び一般管理費   

 運賃及び荷造費 525 518

 販売促進費 933 888

 広告宣伝費 519 882

 役員報酬 76 84

 給料及び賃金 820 750

 賞与 71 75

 賞与引当金繰入額 86 85

 福利厚生費 143 147

 退職給付費用 49 54

 租税公課 46 46

 減価償却費 136 139

 賃借料 85 88

 旅費及び交通費 105 100

 貸倒引当金繰入額 9 12

 研究開発費 748 771

 その他 346 359

 販売費及び一般管理費合計 4,703 5,005

営業利益 137 360
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           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 19 25

 経営指導料 ※３  20 ※３  10

 研究開発補助金 3 －

 その他 16 5

 営業外収益合計 60 41

営業外費用   

 支払利息 20 16

 その他 3 4

 営業外費用合計 24 20

経常利益 173 382

特別利益   

 投資有価証券売却益 1 －

 固定資産売却益 ※２  0 －

 特別利益合計 2 －

特別損失   

 固定資産処分損 4 －

 投資有価証券評価損 － 63

 特別損失合計 4 63

税引前当期純利益 171 318

法人税、住民税及び事業税 27 69

法人税等調整額 △6 △105

法人税等合計 20 △35

当期純利益 150 354
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
繰越利益剰余金

当期首残高 3,537 963 963 851 2,900 3,751

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    △25 △25

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,537 963 963 851 2,875 3,726

当期変動額       

剰余金の配当     △152 △152

当期純利益     150 150

固定資産圧縮積立金

の積立
   117 △117 ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
   △15 15 ―

自己株式の取得       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 ― ― ― 101 △103 △1

当期末残高 3,537 963 963 952 2,771 3,724
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △135 8,117 288 288 8,405

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 △25   △25

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△135 8,092 288 288 8,380

当期変動額      

剰余金の配当  △152   △152

当期純利益  150   150

固定資産圧縮積立金

の積立
 ―   ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
 ―   ―

自己株式の取得 △0 △0   △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  278 278 278

当期変動額合計 △0 △2 278 278 275

当期末残高 △135 8,089 566 566 8,656
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 当事業年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
繰越利益剰余金

当期首残高 3,537 963 963 952 2,771 3,724

会計方針の変更によ

る累積的影響額
      

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,537 963 963 952 2,771 3,724

当期変動額       

剰余金の配当     △61 △61

当期純利益     354 354

固定資産圧縮積立金

の積立
   1 △1 ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
   △3 3 ―

自己株式の取得       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 ― ― ― △1 294 293

当期末残高 3,537 963 963 951 3,066 4,017
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △135 8,089 566 566 8,656

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 ―   ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△135 8,089 566 566 8,656

当期変動額      

剰余金の配当  △61   △61

当期純利益  354   354

固定資産圧縮積立金

の積立
 ―   ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
 ―   ―

自己株式の取得 △1 △1   △1

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  198 198 198

当期変動額合計 △1 291 198 198 490

当期末残高 △137 8,381 765 765 9,146
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【注記事項】

 

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

　

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品、製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 13～38年

機械及び装置 ４～10年
 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却（２年）を行っております。

　

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に充てるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

(3) 返品調整引当金

販売した商品及び製品の返品による損失に備えるため、当事業年度末の売上債権を基礎として、これに対応

する返品見込額の売買益相当額を計上しております。
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(4) 売上割戻引当金

販売した商品及び製品に対する将来の売上割戻しに備えるため、将来の売上割戻し発生見込額を計上してお

ります。

(5) ポイント引当金

将来のポイント使用による費用負担に備えるため、未使用のポイント残高に対して、将来利用されると見込

まれる額を計上しております。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

　

６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理の要件を満たしておりますので、振当

処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

(3) ヘッジ方針

当社の社内管理規程である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利及び為替変動リスクをヘッジして

おります。借入金については、金利変動リスクのヘッジのために金利スワップ取引を行っており、外貨建金

銭債権については、為替変動リスクのヘッジのために為替予約取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性評価を省略しております。

また、為替予約の締結時に、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を振当て、為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されているため、決算日における有効性評価を省略しております。

　

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方

法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(貸借対照表関係)

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

建物 1,065百万円 ( 719百万円) 993百万円 ( 665百万円)

構築物 8百万円 (   8百万円) 9百万円 (   9百万円)

機械及び装置 1,104百万円 (1,104百万円) 1,085百万円 (1,085百万円)

土地 1,487百万円 ( 254百万円) 1,487百万円 ( 254百万円)

投資有価証券 24百万円 (  －百万円) 27百万円 (  －百万円)

合計 3,689百万円 (2,086百万円) 3,601百万円 (2,014百万円)
 

上記に対する債務

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

1年内返済予定の長期借入金 340百万円 290百万円

長期借入金 660百万円 622百万円

従業員預り金 26百万円 28百万円

合計 1,026百万円 941百万円
 

(　)内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。

 

※２　関係会社に対する資産及び負債

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

受取手形及び売掛金 48百万円 51百万円

買掛金 ―百万円 34百万円
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(損益計算書関係)

※１　他勘定振替高の内訳

 
前事業年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

販売促進費 51百万円 59百万円

広告宣伝費 3百万円 0百万円

研究開発費 △7百万円 △19百万円

その他 △7百万円 8百万円

計 39百万円 48百万円
 

 

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

車両運搬具 0百万円 ―百万円

計 0百万円 ―百万円
 

 

※３　関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

(自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

経営指導料 20百万円 10百万円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式128百万円、関連会社株式３百万

円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式128百万円、関連会社株式３百万円）は、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

繰延税金資産   
  流動資産   
    賞与引当金 52百万円 49百万円

    未払事業税 3百万円 8百万円

    その他 65百万円 60百万円
    評価性引当額 △66百万円 ―百万円

    合計 55百万円 118百万円
  固定資産   
    退職給付引当金 148百万円 154百万円

    投資有価証券評価損 31百万円 48百万円

    関係会社株式 21百万円 20百万円

    減損損失 2百万円 2百万円

    構造改革損 198百万円 178百万円

    繰越欠損金 62百万円 ―百万円

    その他 1百万円 1百万円
    評価性引当額 △465百万円 △397百万円

    合計 －百万円 8百万円

  繰延税金資産合計 55百万円 127百万円
繰延税金負債   
  固定負債   
    その他有価証券評価差額金 251百万円 323百万円
    固定資産圧縮積立金 452百万円 419百万円

    合計 704百万円 743百万円

  繰延税金負債合計 704百万円 743百万円

繰延税金負債の純額 649百万円 615百万円
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

法定実効税率 35.6％ 33.0％
（調整）   
  交際費等永久に損金に算入されない項目 4.0％ 2.0％

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.6％ △0.4％
 税額控除 △3.1％ △9.3％

  住民税均等割等 7.6％ 2.6％

  評価性引当額の増減 △6.1％ △36.1％
 法定実効税率変更による期末繰延税金負債の減額
修正

△25.4％ △4.0％

  その他 1.2％ 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.2％ △11.2％
 

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国会

で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年

度の33.0％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.8％、

平成30年４月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が29百万円減少し、当事業年度に計上さ

れた法人税等調整額（貸方）が12百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円それぞれ増加しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

EDINET提出書類

森下仁丹株式会社(E00941)

有価証券報告書

60/68



④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却
累計額及び減損
損失累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

　建物 4,079 9 0 4,088 1,981 170 2,106

　構築物 181 2 ― 183 136 7 47

　機械及び装置 4,269 369 7 4,631 3,024 300 1,606

　車両運搬具 12 ― ― 12 12 ― 0

　工具、器具及び備品 1,083 144 50 1,177 889 144 287

　土地 2,217 ― ― 2,217 ― ― 2,217

　建設仮勘定 163 174 330 7 ― ― 7

　有形固定資産計 12,006 700 389 12,318 6,044 623 6,273

無形固定資産        

　ソフトウェア 560 32 102 489 313 86 176

　ソフトウェア仮勘定 － 21 ― 21 ― ― 21

　その他 60 1 ― 61 44 2 17

　無形固定資産計 621 55 102 573 357 89 215

長期前払費用 21 ― 5 16 15 4 0
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 大阪テクノセンター包装設備 167百万円

 滋賀工場カプセル製造装置 152百万円

建設仮勘定 大阪テクノセンター 116百万円

 滋賀工場 54百万円

工具、器具及び備品 大阪テクノセンター測定機器 48百万円

 宣伝関連 28百万円

 システム関連 22百万円
 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 大阪テクノセンター包装設備 168百万円

 滋賀工場カプセル製造装置 158百万円
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 9 12 9 ― 12

賞与引当金 158 159 158 ― 159

返品調整引当金 46 58 ― 46 58

売上割戻引当金 20 25 ― 20 25

ポイント引当金 40 40 ― 40 40
 

(注)　当期減少額のうち目的使用以外の取崩し

返品調整引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

売上割戻引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

ポイント引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告

株主に対する特典

毎年３月末日現在

1,000株～1,999株保有の株主に対して7,000円相当の自社製品

2,000株以上保有の株主に対して10,000円相当の自社製品
 

(注)　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ

て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに取得請求権付株式の取得を請求する権利

以外の権利を有しておりません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及び

その添付書類、確認書

事業年度

(第78期)

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日
 平成27年６月26日

近畿財務局長に提出

      
(2) 内部統制報告書 事業年度

(第78期)

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日
 平成27年６月26日

近畿財務局長に提出

      
(3) 四半期報告書

及び確認書

(第79期第１四半期) 自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日

　

 平成27年８月11日

近畿財務局長に提出

  (第79期第２四半期) 自　平成27年７月１日

至　平成27年９月30日

　

 平成27年11月12日

近畿財務局長に提出

  (第79期第３四半期) 自　平成27年10月１日

至　平成27年12月31日

　

 平成28年２月９日

近畿財務局長に提出

      
(4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９

号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づ
く臨時報告書であります。

 平成27年６月29日

近畿財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

 平成28年６月28日
 

森下仁丹株式会社

取締役会　　御中
 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　石　黒　　　訓　　　　　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　南　方　得　男　　　　　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる森下仁丹株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森

下仁丹株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

EDINET提出書類

森下仁丹株式会社(E00941)

有価証券報告書

66/68



 

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、森下仁丹株式会社の平成28年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、森下仁丹株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

以  上

 
 

(※) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

 平成28年６月28日
 

森下仁丹株式会社

取締役会　御中
 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　石　黒　　　訓　　　　　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　南　方　得　男　　　　　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる森下仁丹株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第79期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森下仁

丹株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(※) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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